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学事報 告

博士

社会学博士（平成８年７月１０日）

甲第1481号李国慶

日本農村の経済変動と社会的安定性

一長野県諏訪郡富士見町における

産業構造と社会構造の変容一

〔論文審沓#日当者〕

主査慶膳義塾大学法学部教授・

大学院社会学研究科委員

社会学博士川合隆男

副査慶膳義塾大学環境情報学部教授・

大学院社会学研究科委員

社会学博士富永健一

副査慶雁義塾大学名誉教授・

社会学博士十時巌周

内容の要旨

１．研究課題

「進歩と秩序」の問題は，コントによって提起された社

会学の古典的なテーマである。社会学的命題に従えば，

工業化や都市化の進展に従って，農村地域における兼業

化や混住化，アーバニズムの浸透等が進み，異質性が増

大する。その結果，共同体を支えていた社会的結合が弛

緩し，村落社会としての安定性が解体するのが一般的な

趨勢である。

しかし，筆者が調査した長野県諏訪郡富士見町の農村

地域では，工業化と都市化の強い衝撃のもとで，産業構

造が農業主体から工業主体に転換するが，そこでは地域

住民の職業が高度に分化すると同時に，村落社会の安定

性を維持することもできたのである。本研究は，富士見

町のように工業化や都市化の影響を強く受けた農村地域

で，村落社会の機能と構造が変化しながら，どのように

より高い次元での社会的安定性を維持するに至ったの

か，その分化と再統合のメカニズムの解明を課題とす

る。また，このような経済変動と社会変動の過程におい

て，どのような外生因と内生因との相互作用が存在した

のか，即ち，国がどのような法制的措置を取り，地方が

どのように主体的に対応したのか。さらに経済変動と社
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会変動の相互関係がどうであったのかという点に特に注

目して考察をおこなった。

上述の問題意識に基づき，本研究では，研究題目を

｢日本農村の経済変動と社会的安定性」にした。ここでい

う農村経済の変動とは，地域産業構造に占める第一次産

業の就業人口や能産高の比率が低減し，農:業と他産業と

の生産性における格差が縮小し，農家と勤労者世帯との

所得格差が是正される過程を指す。社会的安定性につい

ては以下のように考える。広義の社会を経済，政治，日

常生活の三つの領域に分けて考え，市場経済セクターは

市場原理によって動き，利潤の最大化を追求する。政

治・政府セクターは社会的公正の原理に基づく再分配を

通じて，人々の就業，最低生活水準，社会的権利の平等

性を保障する。日常生活領域では，人々は相互扶助の原

理に基づき，社会的規範を守りながら共生していく。こ

の三領域の機能がともに健全に働く社会を安定的な社会

と考える。

２．研究方法

２－１本研究の基本的仮説構成と分析枠組み

本研究の基本的な仮説は以下の三点である。第一は，

地域社会の空間的構成である。これは，社会的な機能分

化によって地域社会がどのように変容してきたのか，そ

の変化の方向性を促らえるためのものである。地域生活

の安定性を解明するには，地域社会の空間的構成を把握

することが重要な手掛かりとなる。その理由は次の通り

である。人々の基本的欲求は，各種の機能集団と地域集

団の中での活動を通じて実現される。社会集団は一定の

空間的範域を単位に集積し，機能別範域（社会圏）を形

成している。これらの社会圏の重畳が地域共同社会を構

成している。このため，まず，地域空間の機能別構成を

明らかにし，次に各種の社会圏が住民生活の様々な側面

をどこまで包み込んでいるのかを把握することにより，

住民の経済，公共的保障，日常生活などの需要が地域社

会においてどのように，そしてどの程度まで充足されて

いるのかを明らかにすることができると思う。

筆者は人間的関心の主なるものを「経済｣，「公的保

障｣，「日常能活」の三つに分け，農村地域を「経済圏｣，

｢行政圏｣，「Ｈ常生活圏」の三つの機能別地域に分け，地

域社会がこの三つの社会圏から成り立つ立体的な地域生

活関連システムと考えている。これに対応し，本研究で

は，諏訪地方を諏訪６市町村を単位とする経済圏，富士

見町を単位とする行政圏，瀬沢新田集落を単位とする日

常生活圏という三つの圏域に分けた。博士論文の第二章

で経済圏を，第三章で行政圏を，第四章で'1常生活圏を
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それぞれ分析・考察した。

第二は，「内発的発展と外発的発展の相乗効果」であ

る。この仮説は地域社会の変動の動因を分析するための

ものである。

社会変動の動因は，内生因と外生因に分けることがで

きる。日本の近代化・産業化は後発的，外発的である。

社会内部から見れば，明治維新以降の日本資本主義の展

開は官主導型，中央資本中心型であり，各地域は国の法

制的指導に対応しながら変化をなし遂げてきた。しか

し，非西洋社会の中で日本が最初に近代化・産業化を達

成できたのは，日本の社会内部にそれなりの内的蓄積が

できていたためである。筆者の調査地である諏訪地方は

日本における近化工業の発祥地の一つとされている。こ

のようになり得たのは,諏訪地方が教育や商工業,交通，

情報等の面で，ある程度の内的な成熟が進んでいたため

ではないかと考えられる。この意味で，諏訪地域の社会

変動は，日本における「より内発型の発展」といえる。

以上のことから，諏訪地方における社会の変動を分析す

るにあたって，内生因と外生因の両方を分析し，内発的

発展と外発的発展の相乗効果に特に注目する必要があ

る。具体的には，第一に，国際関係状況が日本に与えた

影響，第二に，各時代における日本国内の情勢及び地方

に対する国の法的措置，第三に，これらに対応する地方

の基盤，この三つのレベルに分けて，農村地域の産業構

造と社会構造の変化を調査・分析した。

第三は，１９７０年代初期を日本における経済・社会発

展の「分水嶺」とする視点である。これは経済変動と社

会変動の相互関係を把握するためのものである。

まず,経済面では,高度経済成長の持続が困難になり，

安定成長への転換を余儀なくされた。農業生産において

は，1970年から米の生産調整が実施され，その結果’国

内農業による食糧自給率がさらに低下し，日本の農業の

後退が決定的となった。また，過疎地域に雇用の場を確

保するため，１９７１年に「農村地域工業導入促進法｣が策

定され，地方工業の発展に拍車をかけた。こうした背景

のもとで，地域経済の活動の中から次の発展の糸口をつ

くり出してく自己革新の機能に立脚した，地域住民によ

る自主的，自律的な地域内経済循環メカニズムを創出す

ることが重要視されるようになった。

次に，社会面では，１９６０年代の都市問題を踏まえて，

1960年代末に「シビル・ミニマム」という形で，都市生

活を支える社会資本や社会福祉について一定の水準を確

保することが提起され，経済開発重視の時代から社会福

祉重視の時代に転換した。その現れとして，政府最終消

費，公的固定資本形成に社会保障給付を含む一般政府部

門の人口当たり支出額が，地方圏と大都市圏とで逆転し

た。この財政を通じての所得移転一一需要や雇用の移転

一が地方の成長を支えた第一の要因となった。

高度経済成長の結果，日本では完全雇用がほぼ実現さ

れ，生活満足度が高まり，いわゆる「一億総中流」の社

会意識が現れた。人口移動に関しても，大都市集中から

地方への定住の趨勢が見られた。人々は高度経済成長期

に強く見られた物的豊かさへの追求から，精神的安定，

暮らしの安定と安全の価値をより大事にするようになっ

た。

１９７０年代は「地方の時代」ともいわれ,地域主義や地

域の復権が日本で盛んに唱えられるようになった。

1970年代初頭に現れた地域社会のこうした一連の変化

は，日本の地域社会の変動趨勢を把握する際の重要な視

点である。

２－２実地調査

上述してきた仮説と基本的な視点に基づき，筆者は現

地に長期滞在し現地の人々の生活や活動を見習いながら

インタビューを通じて資料を得るという参与観察法に

よって調査活動を行った。調査は長野県諏訪郡及び富士

見町をはじめ，富士見町内の瀬沢新田区，富士見町にあ

るセイコーエプソン富里作業所，農協などの各種団体，

その他一般の地域住民を対象に行った。

調査は二段階に分けて実施した。第一段階は1992年

に行われた早稲田大学人間基礎科学科の村落社会学調査

実習に参加し，調査地の選定から世帯別調査表による面

接調査までの全過程に参加した。第二段階は１９９３年１２

月から１９９５年の１月までの１年余りの間に，一人で現

地に住み込み，調査地の一年間の経済・行政・日常生活

など各方面にわたる主な活動を悉く観察することができ

た。

３．本論文の構成

本論文の課題は，「日本農村の経済変動と社会的安定

性」の関係を解明することである。農村地域の社会的安

定性の仕組みを明らかにするためには，経済や政治，社

会や文化，これら全体社会システムを構成する機能的シ

ステムが，それぞれどのように機能的パフォーマンス水

準を高め，上昇する住民の欲求を充足させたのかを見る

必要がある。経済や行政，社会意識の四点を研究し，最

後に日本の農村における社会的安定性の仕組みを描き出

すのが本論文の仕事である。このような筋道から出発し

て，本論文の構成を以下のようにした。

第一章は，「戦後日本の地域開発と調査地長野県諏訪
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て，今日における日本の農村経済は，農業労働力の脆弱

化，コメ市場の部分開放，食管法の廃止，中小企業の経

営不振など，様々な深刻な問題に直面しているにもかか

わらず，農村の地域生活が高度な安定性を保ち，住民の

生活満足度が極めて高いという事実を指摘した。

次に，戦後日本における地域問題を解決するために最

も重要な役割を果たした地域開発計画を取り上げた。

1955年以降の高度経済成長期に深刻化した都市と農

村，大都市と地方との地域格差の問題，人口の過疎・過

密問題，環境問題及び生活基盤整備の立ち遅れなど，一

連の社会問題を是正するため，日本は１９５０年の「国土

開発法」に基づき，合計４次の全国総合開発計画を策定

した。これらの計画の実施によって，大都市への人口と

産業の集中はある程度抑制され，地方の振興と全国土の

均衡のとれた利用が促進された。中でも，１９６２年の第

一次全国総合開発計画に即して策定された「新産業都市

計画」は，諏訪地域の産業基盤の整備を促進し，富士見

町を含む農村部の産業変動に大きな影響を与えた。ま

た，１９６１年の「農業基本法」に基づいた「農業構造改善

事業」も全国の地域開発と関連した形で行われたもの

で，筆者の調査地である富士見町瀬沢新田集落は，全国

に先んじてこの事業を実施し，全国の模範村となった。

続いて，鈴木栄太郎に援用されたアメリカ農村社会学

の最大の研究成果の一つである「関心共同圏」の概念を

参考にして，筆者の基本的分析枠組みの一つである「地

域社会の空間的構成」を考案した。これを生かして，調

査地は経済圏としての諏訪郡，行政圏としての富士見

町，日常生活圏としての瀬沢新田集落，この三つの機能

別空間から成り立っている地域社会であることを実証し

た。

第二章は，「農村産業構造の変動」である。諏訪郡・富

士見町・瀬沢新田区の事例を取り上げ，諏訪地域を諏訪

湖周辺の工業地帯と八ヶ岳南麓の農業地帯に分けて，両

地域の産業における分業と協力の関係の視点から，農村

地域の産業変動の過程を詳しく分析した。

まず，明治維新に始まる産業化から戦後の高度経済成

長期にかけて，国際環境の変化及び国内における経済社

会の激しい変動のもとで，日本農村の産業構造がどのよ

うにそれに対応しながら変化してきたのかについて見て

きた。戦前については，新田開発，組合製糸，満州開拓

の三点を取り上げ，戦後については，農地改革，農業構

造改善事業，コメの生産調整の三段階を中心に検証し

た。そして，こうした産業構造の変化に伴って，農家の
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脱農化や兼業化，農業従事者の減少などの職業分化が具

体的にどのように行われ，その結果，農家と勤労者世帯

との生活水準がどのように平準化を実現できたのか，そ

の過程を考察した。これと同時に，問題点として，日本

の農業が後退した事実を指摘した。人口の多い中国に

とって，これは十分検討に値する問題である。

また，１９７０年代末に，富士見町に進出してきたセイ

コーエプソンの富里作業所を中心に，日本の農村地域に

大企業が進出してきた時代背景，進出企業の性格，進出

企業と親企業との下請け関係，従業員の属性を考察し，

中国の農村工業との比較における日本農村地域の工業の

特性を論じた。さらに，進出企業と地域社会との相互関

係について，まず，日本の進出企業と地元の行政，商工

業，地域住民との相互関係など，企業の成長にかかわる

地域の社会条件をまとめた。次に，進出企業が農村地域

の財政，農家経済，地域経済，就業構造，人口の定住な

ど，地域の活性化にどのような影響を与えたのかを分析

した。最後に，地域経済の自立性の角度から，進出企業

の問題点を指摘した。

第三章は，「地方行政と公共的保障｣である。まず,「地

方自治法」や諏訪６市町村の合併運動の事例を通じて，

地域社会の基礎単位としての町の位置付けと日本の地方

行政制度の沿革を分析した。次に富士見町の町政につい

ての検討を通じて，住民と直接に接触する地方自治団体

がどのような行政サービスによって，社会保障，社会資

本，社会保険，文化教育などの領域における公的保障を

提供し，住民のシビル・ミニマムの需要を満たしている

のかを考察した。さらに町役場と町議会との関係を通じ

て，町行政のメカニズムを明らかにした。最後に，地方

財政の角度から，地方交付税制度や補助金事業が地域格

差を是正するために大きな役割を果たしていることを指

摘すると同時に，町が地元の事情と結び付けて国の財政

的援助を積極的に活用し，自主的に地方行政を展開し，

両者の相乗効果によって地域住民の公的保障の需要を充

足させていることを論証した。

第四章は，「地域社会の自律性」である。瀬沢新田区を

事例に，農村地域における運営組織と社会集団について

考察した。今日の村落では，住民の職業やムラにおける

行政的，経済的機能が大きく分化してきた。現在の村落

では，区理事会や常会，伍長組から構成される運営組織

がどのような事業を通じて村落自治の機能を果たし，年

齢階梯制組織や葬式組などの各種社会集団が住民の日常

生活における相互扶助の需要をどの程度満たしているの

か，これを考察するのが本章の課題である。また，ムラ
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の自律性の基盤として，共有地や水資源，道路整備，農

作業における共同作業などの要素を取り上げて説明し

た。

第五章は，「住民の生活意識」である。ここでは，家制

度との関連で，地縁関係をより大事にする意識がどのよ

うな社会条件のもとで酒養されたのか，神道，仏教をは

じめとする宗教意識がどのように人々の地縁意識を強化

する方向に作用しているのか，この二点を中心に分析し

た。これに，第四章で分析された村の物質的基盤を加え

れば，ムラの統合を成り立たせ，維持する地域社会の内

的根拠の説明が可能である。最後に，社会意識の変化の

側面を取り上げ，それが村落社会の秩序にどのような影

響を及ぼす可能性があるのかを分析した。

終章では，まず,諏訪事例の特殊性と普遍性を分析し，

当該事例から日本の農村地域における社会的安定性の仕

組みをまとめた。次に，日本の経験や教訓が，中国に

とってどのような示唆を示してくれたのかを試みとして

まとめた。

４．調査研究を通じて明らかにしたこと

4-1日本農村における社会的安定性の仕組み

社会的安定性を社会変動論にしたがって説明すれば，

地域社会構造の変動によって，社会システムの機能的要

件のパフォーマンスの水準が向上し，個人の社会にかけ

た期待が達成された社会は相対的に安定的な社会であ

る。日本農村における社会的安定性の仕組みについて，

調査研究を通じて以下の三点を明らかにした。

（１）地域社会における空間構成の変化

社会システムの機能分化は地域社会における空間的構

成の変化をもたらす。これは「地域社会の空間的構成」

に関する分析枠組みから引き出されたものである。地域

社会の基本的な変動方向は，機能分化と広域性の増大で

ある。日本の農村地域では，経済や行政，日常生活など

の機能は，それぞれ経済圏や行政圏及び日常生活圏，こ

の三つの社会圏によって分担されている。この意味で，

社会的安定性の仕組みは，地域社会レベルで見る場合，

即ち経済圏や行政圏及び日常生活圏の三つの社会圏がと

もに柔軟に機能し，住民の基本的欲求がそれぞれの範域

の中で充足されていることである。

こうした認識は当たり前のように見えるが，しかし，

この三つのサブシステムの機能をそれぞれの運営原理に

基づいて分化させ，別々の空間的範域の中で達成させる

ことが地域社会変動の基本的な方向として，重要な意義

を持っている。戦後日本の地域社会の変動過程は，ムラ

に集中していた経済や行政，日常生活などの機能が分化

していく過程である。機能分化の結果，経済的機能は家

族経営体，民間企業及び農協によって担われ，市場原理

に基づいて運営されるようになった。また，行政サービ

ス機能は地方自治体としての市町村によって担われ，村

落は住民の日常生活の範域となっている。このような機

能分化が地域空間に投影されることによって，重層的な

社会圏が形成された。

第一に，地域に根差した労働力市場や経済圏の存在が

社会的安定性の経済的前提条件である。

諏訪地方には，６市町村からなる諏訪郡を単位とする

経済圏が存在する。ここは江戸末期に商業・交通の中心

地から製糸業地帯に成長し，これを踏まえて，戦時中に

疎開した軍需企業がここに定着し，戦後に精密工業地帯

に転換した。諏訪地方は工業が相対的に独立した性格を

持ち，特に周辺の農村部との繋がりが強く，波及効果が

期待できるため，１９６０年代の初期に「新産業都市」計画

地域に指定されるに至った。

1955年以降の日本工業の急速な発展は，工業と農業

との格差，農家と勤労者世帯との格差をもたらした。ま

た，構造改善事業によって，農業の生産性が大幅に向上

し，余剰労働力が顕在化し，人口移動と職業移動を引き

起こした。諏訪地方では，地元を生産の拠点とする大企

業の生産圏の存在が人口の定住を可能にした。即ち，諏

訪地方の工業構造は大企業を頂点とし，中小企業を底辺

とするピラミッド型の下請け生産システムである。この

システムは大企業の適応力と競争力を向上させる役割を

果たしたというだけでなく，農村の労働力を吸収し，農

村部と都市部の労働力市場を連結し，農村地域の産業構

造や就業構造を大きく変えたのである。地元に根差した

経済圏の成長に伴って，農村部の人口移動が大都市への

流出から地元の通勤圏内で就職するという構造に転換

し，人口の過疎化に歯止めをかけた。工業地帯の企業が

さらに農村部の中高年層と女子労働力を求めて農村部へ

進出し，地元の労働力を最大限に生かし，効率の高い就

業構造を形成させた。

一方，諏訪の農業構造も工業の構造転換に対応して変

動し，付加価値の高い経済作物を次々に導入し，農家は

非農家に匹敵する所得をあげることができた。農業と他

産業との生産性の格差，農家と勤労者世帯との所得格差

を是正するため，日本の農家は離農や兼業化を余儀なく

された。この職業分化の過程は下層農家から始まり，続

いて中層農家，大農家へと波及していった。離農の順序

を家族構成員で見ると，まずは次三男，次は長男，さら

に世帯主まで拡大した。兼業化の結果，農家の就業構造



(ますべての家族構成員の能力を生かした効率性の高い構

造となり，経営規模別農家の経済的地位の平準化を実現

させた。

農業生産や流通に関して，日本の農協組織は農家に対

する営農指導力が相対的に弱いという問題点を抱えてい

るが，しかし，流通領域においては農家と市場を連結す

る重要な仲介組織となっている。

第二に，三つの社会圏の中で，行政圏は地域社会の基

礎的な単位である。行政圏はナショナル・ミニマムの思

想やシビル・ミニマムの思想を政策公準として，地域住

民に公的保障を提供している。公的保障には，生活環境

整備，経済の振興，社会福祉や社会保障の充実，文化教

育の振興などの内容が含まれている。地方自治体の最大

の特徴は公共性であり，強制的再分配を通じて社会的公

平の実現を目指している。地方自治体と民間企業との運

営原理が明確に区別されている。地方自治体は地元の公

共資源の開発を通じて行政力の向上に努め，同時に地域

内の農協や商工会などの経済団体と協力して，地域経済

を振興させるための環境づくりを行う。自治体は直接に

企業を経営できず，民間企業の経常活動に対する行政的

干渉もできない。

地方自治体は国から多くの行政事務を委任されてい

る。中央と地方とのこのような相関関係は地方行政の国

への従属性を強化する側面もあるが，しかし，機関委任

事務の中身を見れば，その多くは住民生活の基本的欲求

の充足にかかわるものである。国は地方交付税などの行

財政手段によって，社会保障や社会保検,社会資本など，

住民の最低生活基準の保障を実現しようとしており，地

方自治体は地域の実際状況と結び付けて国の委任事務を

活用している。また，このような政策手段によって地域

間における行政能力の格差を縮小させ，地域社会の安定

性を維持することができた。

第三に，血縁性は中国農村における社会生活（日常生

活と非日常生活の両方における）秩序の最も基本的な構

成原理をなしているのに対して，地縁性は日本農村にお

ける日常生活の秩序の基本的な柵成原理である。

日本の農村では，住民の経済的，行政的サービスの欲

求はそれぞれ経済圏と行政催|の中で満たされているのに

対して，住民の日常生活の相互扶助はムラという日常生

活圏の中で行われている。機能分化により，地域社会内

部の社会関係の閉鎖性が低下し，外部社会への依存性が

強まってきた。しかし，村落社会の自律性の基盤は失わ

れていない。ムラには自治組織や村有財産管理組織及び

日常生活相互扶助組織が存在し，健全に機能している。

7７

村落の自律性の基盤は第一に，共有林などの守るべき

共有財産である。これらの物質的基盤はムラの日常活動

を直接，間接的に支えている。第二に，日本人の社会意

識は現在でも血縁関係や家意識に強く支配されており，

家の定住性が高い。しかし，長子相続制のために長子以

外の子供は移動性が高いため，「葬式組」や「結い」のよ

うな日常生活の相互扶助の地縁組織が必要となってく

る。従って，日本人は特に'二|常生活においては親族関係

よりも近隣などの地縁関係を大事にしている。言い換え

れば日本人の「自然村精神」は「家」意識に由来するも

のであると考えられる。第三に，ムラでは神道や仏教な

どの宗教活動が盛んに行われている。宗教活動は村落住

民のアイデンティティを強化し，人々の行動を方向づけ

る社会的規範としての「自然村精神」を維持する役割を

果たしている。第四に，ムラは歴史上納税や食糧供出な

どの連帯責任をもつ単位であり，現在でも，国や地方自

治体及び農協から補助金を受け取る単位となっている。

特に大農業集落では，現在でも大農家を中心とする強力

な権力構造が存在しており，ムラという特定の「場」に

おける家と家の関係を維持している。これらの諸要素が

村落秩序の高い安定性を規定し，地域の自律性を維持し

ている。

三つの社会催|の札|関関係について，社会圏がそれぞれ

の原理に基づいて運営されていることが重要である。工

業化や都市化の進展に伴って，経済圏の範域が最も早く

広域化する。経済圏の広域化は行政圏が広域化する需要

を生み出していく。しかし，経済原理がムラの生活原理

に取って代わることができない。行政の役割は地域の産

業基盤を整備し，経済発展のための外部条件を整え，同

時に生活環境を整備することにある。村落の機能の一部

は，経済圏と行政圏に吸収されたため，日常生活におけ

る相互扶助が村落の中心的な機能となっている。このよ

うなメカニズムによって，経済的，行政的活動の発展は

日常生活圏を解体させるのではなく，むしろその安定性

を強化する役割を果たしている。

（２）地域社会の変動要因

地域社会の変動は外生因と内生因との相乗効果によっ

て達成されるものであるが，外生因として，国際情勢の

変化と国の各種政策の役割があげられる。国は国際’情勢

の変化に応じて適切な政策を打ち立て，有力な財政手段

でその実施を推進しなければならない。戦後，日本政府

は合計４回の全国総合開発計1町を策定し，労働力と産業

の全国における均衡ある配置を推進した。また，農地改

革，農業構造改善事業，米の生産調整，農村地域工業導
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入促進法など一連の政策を通じて農業生産構造の変動を

導いた。

地域発展にとって，内生因の育成が決定的である。即

ち，社会の外部環境の変化に対応できる社会的基盤を育

成することが重要である。日本の産業化は全体として後

発的であり，西洋文明を学びとることによって達成した

外発型の変動であるとされている。こうした一般的特徴

から見れば，諏訪地方も例外ではない。しかし，後発諸

国には，一定水準の内的発展がなければ，伝播的発展は

成功することができない。諏訪地方は日本の近代工業の

発祥地の一つとなり得たのは，教育の発達や人間の実用

的技能の養成，交通条件の整備，商業の発達など，一定

程度の蓄積ができていたためである。この意味で，諏訪

地方の工業化は「より内発型の発展」といえる。諏訪地

方は日本の地方工業化の発展過程において，数少ない

｢内発工業化」を示している地域として注目されている。

諏訪地方は自然環境の厳しいところであるため，昔か

ら実用的な教育に力を入れてきた。諏訪教育は日本全国

の中でも進んでおり，時代の流れを見極め，敏感に反応

し，それに従って産業構造を変えていこうとする人材を

数多く養成した。近代の諏訪人は輸入した製糸機械を簡

易化，実用化し，また近代的な経営法を導入し，普及さ

せた。戦後，諏訪人は疎開工場の定着を強く要請し，こ

れをきっかけに地域産業の構造が大きく転換した。ま

た，瀬沢新田集落では，全く経験のない農民が自力で製

糸工場を設置し，製糸業が衰退した後は，地域に適した

花や，高原野菜などの新品種を導入した。1960年代に

おいて，工業化の時代を生き抜くためには，農地基盤整

備が避けて通れない事業であることを深く認識したた

め，瀬沢新田集落は全国に先んじて農業構造改善事業を

導入した。要するに，諏訪人は産業変動に適応する能力

を備えているのである。

内発的発展を実現させるには，社会の現状を変えてい

こうとする動機付けが必要である。地域社会の現状を変

える根本的な目標は住民の基本的な欲求を満足させる度

合いを高めていくことである。

日本の農村では，地縁関係を大事にする地域集団主義

が重要な原動力となっている。地域集団主義は日本の家

の高い定住性に由来する。一家だけでは生活していくこ

とができないため，家を永遠に存続させていくために

は，村落及び周辺地域を繁栄させ，みんなで共生してい

かなければならない。農村地域にある三つの社会圏の中

で，ムラは住民が日常生活を送る地域社会であり，家意

識や地縁意識が個々人の日常生活の中に強く浸透し，地

域集団主義を形成させた。また，神社をはじめとする民

間信仰は地域の独立的存在の客観的象徴として地域住民

に共同の帰属感を与え，地域集団主義の精神をいっそう

強化している。これらの要素は人々が地域の発展を求め

る重要な動機付けとなっている。

（３）地域社会の変動過程

地域社会の次元から見れば，三つの社会機能の分化過

程は必ずしも同調しているわけではない。そのうち，経

済的変動が最も早く起こり，経済的機能が家と村から分

離され，ムラの範囲を超えてより広域な経済圏を形成す

る。次に，社会保険・社会保障制度が行政によって打ち

立てられ，住民への行政的サービスが次第に充足されて

いく。また，テンニエスが指摘したように，ゲマイン

シャフト的社会からゲゼルシャフト的社会に転換してい

くことは社会の変動方向であるが，しかし，近代社会に

おいてもゲマインシャフト的な関係が強く残っている。

日常生活圏としての村落社会は機能が縮小されたが，地

域社会の最も堅固な砦として，ゲマインシャフト的な人

間関係を維持している。これは地域社会の安定性が維持

される要因の一つである。

４－２中国農村への示唆

4-2-1地域社会の機能分化と社会圏の再編成

現在の中国における社会変動の方向性の一つは，国家

と社会との分離である。農村地域では，農民の就業構造

が農村工業の発展によって大きく変わり，また，農村が

｢小城鎖」を通じて国内そして海外の都市と連結するよ

うになり，人々の経済的活動の空間的範囲が拡大され

た。こうした過程において，農村地域における行政や経

済，社会生活などの機能的パフォーマンスの主体が異な

る方向に向けて変化してきた。

（１）家族と村落を主体とする広域経済圏の形成

１９４９年における中華人民共和国の成立以降の中国で

は，国家と社会は混合しており，都市では「単位」が，

農村では「人民公社」が社会組織の主体となっていた。

これらの社会組織の最大の特徴は経済や行政，社会生活

などの渚機能の主体の一元化である。１９７８年以降，経

済に対する国の計画的統制が緩和されるにつれて，社会

組織の機能分化が進んできた。家族と村落の役割を基準

にしてみれば以下の二類型に分けられる。

まず，断江省温州地方を代表とする農村地域では，家

族や親族が個人経営や私営企業など，計画経済体制以外

の経営主体となり，人々の経済活動の範囲がムラを超え

て全国に広がった。この地域では，経済的機能がムラ組

織から分離されたため，ムラの行政力が弱体化し，村落



は住民の１１常/1幕活の単位に変わってきた。次に，江蘇省

南部地域では，集団経済が力強く発展してきたため，ム

ラは依然として市場競争の主体を担っている。集団経済

の発展につれて，経済や行政及び日常生活領域における

ムラの権力はますます強化されてきた。

ムラの経済的権力は土地の集剛所有制と人民公社時代

に蓄積された集団経済の実力によって決められる。土地

の集団所伺制が存在する限り，ムラの経済的権力は今後

も存続していくと思われる。従って，中国の農村地域の

経済活動は家族と村落を主体に展開されることになる。

（２）行政によるシビル・ミニマムの保障

中国の地方行政の問題点は，一つは中央政府から税収

や食糧買い付け及び計画出産などの行政事務が委託され

ており，その多くが完全に国のための行政事務であり，

地域の利益とは直接に繋がっていない点にある。ＩＥＩは財

政力が弱いため，地方が社会資本や社会保障，社会保険

などの行政サービス事業を行うのに必要な財政力を保障

することができない。社会開発は地域間の経済力に直接

的に規定され，大きな地域格差が現れる原因となってい

る。

もう一つの問題点は，行政組織が多くの経済的機能を

抱えていることである。中国の地方行政は行政と経済の

機能を分離させ，郷鎮・村の経済的行為は株式会社など

の組織規範によって規制し，行政が経済に干渉するとい

う問題を是正すべきである。また，地域住民のシビル･

ミニマムの保障をもって地方行政の最も基本的な任務と

しなければならない。国は政策的指導と財政的手段を通

じて社会開発における地域間の格差を是正し，全lRlの均

衡のとれた発展を図るべきである。

（３）日常生活圏：伝統文化による地域独自の凝集力の

育成

中|玉|のムラは土地などの生産手段の所有単位であり，

同時に共産党組織や村民委員会などの半ば行政的，半ば

自治的組織の単位である。このため，ムラは経済や行政，

日常生活など様々な機能をもっている。この特徴は人民

公社の時代に形成されたものであるが，１９７８年以降の

経済改革を通じて，江蘇省南部地域と漸江省温州地域を

代表とする二つの類型に分かれるようになった。

まず，江蘇省南部地域では，ムラは依然として経済的

活動の主体であり，集団的経済力の強力について，ムラ

の各種機能のパフォーマンスの能力はむしろ強くなって

きた。経済燭の拡大は元来ムラにあった機能の拡張であ

り，ムラの機能分化を意味しない。行政領域において，

国と地方政府が行うはずの社会保障などの事業が村に
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よって行われているため，ムラは行政サービスの機能を

もっている。このため，村民の経済活動や行政サービス

及び日常生活における相互扶助などの基本的な活動はす

べてムラを主体とする地域集団を通じて満たされること

になる。次に，温州地域では，経済活動の主体はムラか

ら家族に変わり，宗族，宗教などの伝統的な要素が回復

されたため，ムラは主として日常生活の場となった。こ

の類型の地域は，将来，Ｈ本のムラの機能的柵造に近づ

いていくことが予測される。

農村地域の社会的安定性を強化するには，ムラの自律

性の蕊盤を養成すべきである，このためには，伝統文化

を生かして地域住民によるＨ常生活における*'１互扶助や

宗教信仰の組織を再建し，地域に根差した独''1の凝集力

を育成しなければならない。

４－２－２経済・社会発展のための外部条件と内部条件

の穣備

（１）外部環境：拠点開発方式による西部・中部地域の

開発

地域経済を発展させるためには，適当な外部環境と内

部環境が必要である。巾刷東部地方の農村で郷鎮企業が

発展できたのは，これらの地域は大都市の近くに位置す

るため，農村[業と国営企業や外資系企業との間に様々

な協力関係が存在し，農村企業が技術や設備及び市場な

ど，企業の発展にとって不可欠な条件に恵まれているた

めである。

これは西部地方の農村工業が東部地方より立ち遅れて

いる外生因の一つでもある。中部，西部地方はこのよう

な外部条件に欠け，地元に労働力市場が形成されていな

いため，大量の余剰労働力が東部地方に流動している。

中国の中部地方や西部地方の農村地域を発展させるため

には，まず，日本における全国総合開発計lwIiに見られる

ような拠点開発方式によってこれらの地域で１１１核都市を

建設し，同時に通信・交通条件を整備し，農村部と地方

中核都市との経済的協力関係を通じて，地元の経済的，

技術的実力を蓄積し，地域に立脚した，持続可能な自立

的な産業基盤の形成に力を入れなければならない。

（２）内部条件整備：実川教育の普及と人材の養成

外部環境の整備と同時に，地域内部の条件整備を進

め，自主的に発展する能力を養成しなければならない。

諏訪地域が日本で「より内発的発展」の地域になり得た

のは，交通条件の利便性による商業，情報の発達などの

物質的条件以外に，人間のパーソナリティが砺要な問題

である。開拓者精神や進取の意識をもつリーダー層の他

に，人々の教育水準特に実用的な技能を全体的に向上さ
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せ，市場経済の知識をもつ人材を養成することが重要で

ある。地域の発展の可能性を正しく認識し，地元の資源

を生かして地域産業の自己循環のメカニズムを創lllしな

ければならない。

4-2-3経済と社会の均衡的発展

社会問題を解決する前提条件は，経済を優先的に発展

させ，地域の財政力を強化することである。中国の江蘇

省南部地域では，農民が投資し，経営する農村工業が著

しい発展を見せ，地元の産業構造が変わり，経済力の基

盤が着実に強まってきた。その次の段階でムラは｢|力で

社会資本を整備し，同時に社会保障や社会保険などの事

業を行い，社会的発展を促進した。今後は，経済と公的

保障の他，日常生活において，宗族や宗教などの伝統文

化が社会的秩序の形成に対する積極的な役割を再認識

し，それを生かして経済と社会のバランスのとれた地域

発展を目指すべきである。

以上が日本の農村の調査を通じて明らかにした点と，

それにもとづいた中国農村への示唆の要旨である．

論文審査の要旨

審査報告の内容は次の通りである。

（１）本論文の構成

（２）本論文の内容要旨

（３）本論文の評価と問題点

（４）結論

（１）本論文の構成

李国慶君による学位請求論文「日本農村の経済変動と

社会的安定性一一長野県諏訪郡富士見町における産業構

造と社会構造の変容一」の論文構成は以下の通りであ

る。

序章

第１節研究目的と研究課題

第２節本研究の基本的仮説構成・研究方法・先行

研究

第３節本論文の構成

第一章戦後日本の地域開発と調査地長野県諏訪郡富

士見町の概況

第１節地域社会の変動と安定性

第２節戦後日本の地域開発

第３節調査地長野県諏訪郡富士見町の概況と社会

圏の構成

第二章農村産業構造の変動一諏訪郡・富士見町・

瀬沢新田集落を中心に－

第１節戦前における農村経済の変動

第２節戦後の農業・農村政策の転換と農民層の分

化一農業構造改善事業を中心に－

第３節農村地域と進出企業一セイコーエプソン

の「作業所方式」を中心に－

第４節農民階層の再編と農家生活の平準化

第三章地方行政と公共的保障

第１節地域社会の基礎単位としての町

第２節町村制度の変遷と富士見町の誕生

第３節富士見町の町政と町議会

第４節富士見町の財政

第四章地域社会の自律性一瀬沢新田区における地

域集団の組織と運営一

第１節集落の社会分化

第２節集落の運営組織

第３節社会集団の種類と運営

第４節集落の財政的基盤

第五章住民の生活意識

第１節地縁関係優先の地域社会

第２節宗教信仰と集落の凝集力

第３節社会規範の両面性

終章日本農村における社会的安定性の仕組み及び中

国への示唆

第１節日本農村における社会的安定性の仕組み

第２節中国農村への示唆

論者の李国慶君は，上記の論文構成によっても明らか

なように，背後に現代中国農村における社会変助と社会

問題について強い関心を寄せつつ，近代日本の産業化と

近代化過程における農村社会の社会変動，特に経済変動

と社会的安定性の問題について，長野県諏訪郡富士見町

を事例として調査研究し，考察している。

（１）本論文の内容要旨

まず，「序章」では本論文の「研究目的と研究課題」に

ついて言及している。現代の中国社会が農業社会から近

代産業社会に移行しつつあり，産業構造の急速な転換が

地域社会の変動をもたらして種々の社会問題が出現して

きているとする。1949年の中華人民共和国成立期以降

の農村・都市の変動に比して，特に１９７８年以後の中国

農村は，「家族生産量連動請負責任制｣等の経済改革政策

による農業生産性の向上化（第１段階)，「郷鎮企業」な

ど農村工業の発展と農村余剰労働力の顕在化（第２段

階)，更に「小城鎮」などの農村工業の発展等による農村

と都市との新たな関係が形成される一方で，農村余剰労

働力の都市への流入等によって「戸籍制度」によって支

えられてきた農村一都市の二元構造が揺らぎ地域社会を



大きく変容させつつ，農民の職業分化と地域移動の増大

化（第３段階)，を経てきている。しかし，論者は現代中

国の市場経済原理の導入や計画経済体制の改革等による

ＧＮＰ９％前後の高い成長率にみられる「経済改革の著

しい発展と比べて，社会政策や諸制度がそれ相応に変化

しておらず，また，農村と較べて都'|jの改革が立ち遅れ

ているため，地域社会ではさまざまな厳しい社会問題が

噴出」してきたとする（３頁)。

そこでの社会問題として，第１に農村産業構造と農民

就業構造の変化にもかかわらず，１９９５年現在で’億２

千万人にのぼる余剰労働力の存在，農;業生産性と工業生

産性の格差，都市住民と農民との所得格差の問題，第２

に土地請負責任制の実施や人民公社の解体後の農村地域

の地方行政組織の問題があり，第３に農村住民の自治に

関する問題，第４に従来の社会意識が大きく揺らいでい

る状況における住民の生活意識の問題が指摘されてい

る。このような現代中lRl社会，特に中国農村による激し

い経済変動と社会問題の出現，こうした社会変動状況に

おける社会的安定性の形成という問題関心が，李国慶君

の本論文を構想させ，論理展開と調査研究を貫いている

といえる。

以上のような問題関心に支えられて，本論文の課題と

して特に戦後日本農村の社会変動に焦点をあてて「11本

農村における経済や行政，村落自治，生活意識に関する

経験」を研究し「経済変動と社会的安定性」を検討しよ

うとする。

次に「本研究の基本的仮説構成・研究方法・先行研

究」では，仮説構成として(1)「地域社会の空間椴成」

(｢経済圏」「行政圏」「|}常生活圏」の三つの社会圏の立

体的生涌関連システムにみる重層性・離反性など)，（２）

｢内発的発展と外発的発展の相乗効果｣，（３）「１９７０年代

初期をＨ本における経済・社会発展の「分水嶺」とす

る｣，という三つの基本的な仮説を設定している。本論文

はこうした基本的な仮説構成に基づいて戦後日本農村の

社会変動を視野に入れながら，徹底して長野県諏訪郡富

士見町という一地域を対象にした事例研究，実地調査に

よって「農村の経済変動と社会的安定性」の課題を検証

しようとするものである。

調査地の長野県諏訪郡は日本の近代産業化の動きのな

かでも製糸業を中心に近代工業の発祥地の一つであり，

第二次世界大戦中は照1&;工場の大'４１疎開による軍需Ｔ：

業，戦後は精密機械工業地，新産業部市指定地として転

換してきた地域である。そのなかにあって具体的調査地

である篤士見町も明治期より製糸業地の繭供給地，戦時
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中は農村疲弊や満州（中国東北）開拓団の派遣などの歴

史を経て戦後には農地改革,高原農業の町,「農業構造改

善事業」の先駆的な導入，そして高度成長期にはセイ

コーエプソンの工場進出などによって地域の産業構造の

変動を軸にさまざまな社会変動を経験してきている。

この調査地の選定（内陸部先進工業地区における農村

地域）は，たまたま調査機会に忠まれ地域の多くの人々

の好意と支援によるところが大きい。調査の第１段階は

1992年の早稲田大学の柿崎京一教授らの村落社会学調

査実習に参画して富士見町瀬沢新田地区での調衡経験

(計２カ月）（｢瀬沢新田区の社会組織」を分担調査)，第

２段階は李国慶君自身による調査で１９９３年１２月から

1995年１月までの１年余りにわたる富士見町現地滞在

の実地調査の試みである。茅野・諏訪・下諏訪・岡谷な

どに隣接して八ケ岳山麓に位置する富士見町，瀬沢新

田，セイコーエプソン作業所等を対象に１年余りの集中

的な参与観察調査に基づく調査研究によって得られた資

料をもとに分析展開がなされている。

第一章「戦後｢1本の地域開発と調査地長野県諏訪郡富

士見町の概況」では，まず，「序章」での問題構成と仮説

構成を受けて，戦後'1本における地域開発の動向と地域

社会の変動に関する基本的な特徴を検討している。特に

戦後の高度経済成長のプロセスにおいて，第１に産業構

造の格差の拡大およびそれに伴う地域間格差の問題，第

２に過疎・過密の問題，第３に工業化，産業化に伴う環

境|川題の出現や生活基盤整備の格差などのさまざまな社

会問題を現出させることになったが，同時にそれらの激

化した社会問題を是正，調整するためにさまざまな地域

開発が試みられてきた。（１）経済復興期（1945年～

1955年）における開発と国土附発法，（２）‐L業開発期

(1956年～1960年）における地域開発計画，（３）工業の

地方分散期（1961年～1969年）における全国総合開発

計画，（４）過密過疎対策の時期（1969年～1973年）に

おける新全国総合開発計画，（５）経済安定成長期（1973

年～現在）における第三次，第四次全国総合開発計画等

の五つの時期区分に基づく地域開発の動きをとりあげ

て，特に１９７０年代に入って以降の経済開発から社会開

発へ，地域間の均衡ある発展へ，点・線・面から重層的

構成へ，人口定住化のための生活基盤整備へ，と変化し

てきた主な特徴を考察している。

そこで論者は戦後'１本の地域開発と地域社会の変動，

地域社会の経済変動と社会的安定性を調査地長野県諏訪

郡富士見町の現地で実際に検証していこうとする。基本

的仮説構成の一つである「地域社会の空間構成」（社会
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圏）について，鈴木栄太郎に依拠しつつ生活における慕

本的な「関心共同圏」（空間範囲）を「経済圏」（牛産活

動)，「行政圏」（公共的保障，自治)，「日常生活圏」（生

活享受）を説明して，諏訪地域（諏訪郡６市町村）を単

位とする経済圏，富士見町（1955年に合併）を単位とす

る地方行政圏，瀬沢新剛集落を単位とする日常生活圏に

ついて歴史と現状からさまざまな資料を活用して触れ，

これら三つの空間構成，社会圏がそれぞれ独自の範域で

ありながら，重層的で相互補完的であるとする仮説が設

定されて，二章以下の分析展開へとつないでいく。

第二章「農村産業構造の変動一諏訪郡・富士見町・

瀬沢新田集落を中心に－」では，農村産業構造の変動

に焦点をあてて諏訪郡，富士見町，瀬沢新田区の三つの

｢経済圏」の歴史的な変動を克明に孝察している。序章に

示した「内発的発展と外発的発展の相乗効果」の仮説と

三つの経済圏の重層性，相互補完性の仮説の検証が具体

的に試みられる。

諏訪地方の産業構造は，地域的には湖周平坦地の三工

業都市（岡谷，諏訪，下諏訪）と後背地の八ヶ岳南麓山

浦地方の三農業市町村（茅野，原村，そして具体的に直

接の調査対象地区である富士見町など）に分けられる。

この章では，まず「戦前の農村総済の変動」について江

戸時代の新田開発，江戸末期から昭和恐慌期にかけての

製糸業の発展，その衰退と農家経済の転換，組合製糸の

試み，稲作と養蚕の産業構造，満州開拓（総戸数１５０戸

の新田集落から３９戸５５人が満州開拓にいき，終戦前

後１８人が死亡，残留孤児をも出した）の動きを跡づけ

ている。論者はこうした激動した農村産業構造の変動の

なかに生きる地域農民の果敢な「進取精神の現れ」（114

頁）を読み取ろうとしている。

次いで「戦後の農業・農村政策の転換と農民層の分化

一膿業構造改善事業を中心に－」においては，戦後

の諏訪地方の産業構造が精密機械工業に転換し，農村部

の産業構造に直接的な影響を及ぼしていく一方で，戦後

の農村部における農地改革，農業基本法に雌づく農業構

造改善事業の積極的な推進，コメの生産調幣などの動き

を検討している。こうした動きのもとで諏訪地方におけ

る工業地域と農村地域の問での所得や人口移動の地域格

差の拡大が進みつつも，農村部における農業労働力の省

力化，兼業化，非農業従蛎者の増加などの動きに言及し

ている。更に「農村地域と進出企業一セイコーエプソ

ンの「作業所方式」を中心に－」においては，湖周平

坦地には戦巾期に多くの疎開工場，軍需工業が移転し，

戦後は精密機械工場・工業地に大きく転換していたが，

１９７９年から1985年にかけての精工舎の三つの工場が

相次いで周辺地の富士見町に進出してきたことによる進

出企業と地域社会との相互関係について，日本の農村工

業化の動きを中国の場合と対比しつつ下請け系列生産制

を中心に概観したのちに，進出企業が農村地域の財政，

農家経済，地域経済，就業構造，人口の定住などにどの

ような影響を与えたのかを分析している。１年余に及ぶ

実地調査と現地での資料収集の利を活かして具体的な分

析が克明になされているところでもある。

この章の第４節「農民階層の再編と農家生活の平準

化」では，農業従事者の減少，兼業農家の増加と農家戸

数の減少，農家間の所得面における平準化，農家と勤労

者世帯との所得格差の是正，日本の農業生産の後退の動

きを通じて，地域社会の活性化と自立化，この地におけ

る相対的に持続的な地域経済圏の形成について多くの事

例や統計資料を駆使して分析している。

第三章「地方行政と公共的保障」では，地域生活にか

かわる経済圏，行政圏，日常生活圏のうち，特に行政圏

に焦点をあてて地方自治団体としての富士見町を対象に

して中央と地方の統制一依存関係，地方の自主的な行政

の動き，公共的保障のメカニズムとシビル・ミニマムの

動きが論じられている。

この章では具体的には「地域社会の基礎単位としての

町｣，「町村制度の変遷と富士見町の誕生｣，「富士見町の

町政と町議会｣，「富士見町の財政」がとりあげられてい

る。富士見町の歴史資料や行政資料を用いて，町政の歴

史的変遷，行政組織，その活動内容や実態等を丹念に考

察している。①特に地方交付税制度や補助金事業が地域

格差の是正に果たしている役割を指摘していること，ま

た，②町政レベルにおける医療や健康保険などの社会保

障，教育行政や教育文化事業，地域経済・地域産業振興

策（農政，商工業策等）などの公共的機能が，経済圏と

相互に補完し合い，地域住民のシビル・ミニマムの需要

を満たし，経済領域の所得平準化とともに社会的安定性

の実現に寄与していると指摘していることは興味深

い◎

第四章では「地域社会の自律性一瀬沢新田区におけ

る地域集付lの組織と運営一」が扱われている。瀬沢新

｢H区は，もともと江戸初期の「新田開発」による集落で

あったが，明治期に落合村に編入，そして’955年の町

村合併によって更に統合され，現在は行政上は３８区か

らなる富士見町の一つの区をなしている。新出区の総戸

数は１７１戸（農家数１１０戸（専業１１戸，第１樋鞭業２４

戸，第２種兼業７５戸)，非農家数６１戸）である。



論者は，１９９２年の早稲田大学による村落調査に参加

した際の実地調査，その後の論者自らの１年余にわたる

瀬沢新田地区での実地調査によって，前章まで分析して

きた「経済圏」「行政圏」の考察に加えて本章では，「日

常生活圏」としての瀬沢新'11区の地域築け'の組織と運営

の実態について，かなり詳しく，また参与観察者として

の外国人研究者の眼で興味深く詳述している。集落の行

政組織，行政機能と経済機能の分化，そして区，町役場，

農協などの団体，更に集落としての区の運営，下位組織

(常会，伍長組)、区・常会・価長細の事業・行事，葬式

組などについて詳しく論じている。

地区に現存する３０をこえる自治的集団，行政下位組

織的集団などの社会集団の種類とその運営についても論

じられている。更にこの新田集落の諸集団・団体を支え

る共有林，八ケ岳南麓における保健休養地開発等の共有

資産などに支えられている集落の財産的基盤についての

検討分析を試みている。「経済圏」の変動に加えて，「日

常生活圏」も急速な分化と変化が進むなかで，地域集団

の諸活動と集落の財産基盤に支えられて地域社会として

の安定した日常生活の様ﾎ||を特徴づけている。

次いで，第五章では「住民の生活意識」をとりあげて

いる。論者が特に瀬沢新川地|Ｘでの聴き取り調査や既存

研究調査資料を活附しながら，地域社会にかかわる人々

の主体的，主観的意識に関して分析を試みている章であ

る。

中国の農村における親族・血縁関係優先の場合と相対

しつつ，この地における「地縁関係優先の地域社会」と

して特徴づけられる諸要因が論じられる。論者は，それ

らの要因として，「家」の高い安定性，次三男の高い移動

性,「遠い親類よりも近くの他人」という相互扶助の意識

と関係，日常生活におけるルーズな親族関係，地縁関係

をめぐる生活改善連動などにみる変化等に求めて考察し

ている。

更に集落の凝集力に作用する瀬沢新田区の神社，寺

院，同族（マキ）その他の宗教信仰，祖先崇拝，コミュ

ニケーションの場としての寺などについて詳述してい

る。しかし，生活意識，社会意識の諸相にみる集落の地

縁関係を支えにした秩序性・凝集性，「愛村精神｣，地域

の歴史に刻まれてきた「開拓者精神」「進取の精神」の一

方で，他方では地域社会の変動や地域住民の多様化，世

代交代の動きのなかで表明される平等性，自由，開放性

を求め，逆に地域住民の閉鎖性や排他性を指摘する人々

の存在を明らかにして，「社会規範の両而性」に言及して

いる。

8３

終章「日本農村における社会的安定性の仕組及び中国

への示唆」においては，本論全体のまとめと今後の課題

として第１節「日本農村における社会的安定性の仕組

み｣，第２節「中国農村への示唆」の二節が設けられてい

る。

論者は，長野県諏訪郡南士見町における産業構造と社

会構造の変容というサブタイトルを付した「Ｈ本農村の

経済変動と社会的安定性」に関する本論を締めくくるに

あたって，翻って事例調資研究としてとりあげた調査地

諏訪地方，富士見町，瀬沢新H1区の日本農村全体の動き

のなかで位置づけられる特殊性と普遍性，一般性を問題

にしている。歴史的に州対して内陸部にあって内発的な

地域産業発展の特徴をもち，瀬沢新、区のように高い凝

集性をもち合わせた地域集団や社会組織の存在を示す事

例は，確かに特殊性の面が強いが，この地の経済や地方

行政及び村落生活の変動過程は，同時にＨ本農村におけ

る社会変動過程やそこにおける社会的安定性を考えるう

えでの普遍性や一般性をも持ちえるのではないかとして

いる。検討を要するところでもある。

基本的には諏訪地方を梨例として，「序章」で提起して

いた(1)「地域社会の空'''1柵造」（｢経済圏」「行政圏」「日

常生活圏」の三つの社会催|)，(2)「内発的発展と外発的発

展の相乗効果｣，（３）「１９７０年代初期をＨ本における経

済・社会発展の「分水嶺｣）とする仮説について各章を展

開し分析し，実証的に検証してきた。そこでまとめとし

てこの終章では，特に地域社会レベルにみる「経済圏，

行政圏及び日常生活圏の三つの社会圏がともに柔軟に機

能し，住民の基本的欲求が充足されている」（328頁）と

いう点で三つの社会圏の機能分化と重噌的な形成の重要

性を指摘し，更に「内発的発展と外発的発展」に関して

は「地域発展にとって，内生的な育成が決定的」であり，

｢社会の外部環境の変化に対応できる社会的基盤を育成

すること」（322頁）の重要性が指摘されている。

第２節「巾I刊農村への示唆」では，「Ｒ本と中国は産業

構造や人Ｕ構造及び社会制度の1mにおいて，さまざまな

相違が存在するため，Ｉ|本の経験をそのまま移植するこ

とは当然できない」（334貞）としつつも，中国の現在と

将来にとって参考になる点が多いとしている。すなわ

ち，本論の分析を踏まえた形で，ｌ）地域社会の機能分化

と社会圏の再編，２）経済・社会発展のための外部条件

と内部条件の整備，３）経済と社会の均衡的発展，につい

て簡潔に指摘して結んでいる。

（３）本論文の評価と問題点

「日本農村の経済変動と社会的安定性」と題された李



８４

国慶君の論文に対して，まず，次のような積極的な評価

をしたい｡

（１）李国慶君の問題設定とそれに対する一貫した研

究考察｡「日本農村の経済変動と社会的安定性」という問

題設定のもとに，内陸部に位置する諏訪地方，富士見町

を事例対象にしてこの地の江戸時代一明治一大正一昭和

戦前・戦中・戦後一現在という長期の歴史的変動を跡づ

けて，地域社会史を描き出しているとともに，そこにお

ける経済変動と社会的安定性の特徴と問題状況を明らか

にしたことは，秀れた研究成果といえる。

（２）分析視角にみる意欲的な試み。李国慶君はわが国

の農村社会学や地域発展論，社会変動論の成果や蓄積に

依拠しつつも，独自にｌ）三つの社会圏の機能分化とそ

れらの重層的形成などのアプローチを軸とする地域社会

の空間構成という分析視角，２）内発的発展と外発的発

展の関係性に着目した分析視角，を中心にして仮説を構

成し，分析を展開していることは高く評価される。ただ

し，このような仮説構成,分析視角と交通運輸システム，

情報通信システムとの地域社会の関係等も重要な視点と

してもっと言及されてもよかったのではないかと考え

る。

（３）調査地現地に長期に滞在しながらの実地調査，参

与観察にもとづく貴重な研究成果。外国人研究者が１年

以上の長期にわたって滞在しながら，聞き取り調査，参

与観察，資料収集等を試みてそのような体験や資料等を

活用して研究を進めていることも充分に評価される。日

本人の研究者が特定の枠組みや見方にとらわれがちであ

るが，外国人研究者の比較的に自由な立場からの考察や

指摘もあり興味深い。現地でのさまざまな活動や行事等

にも参加したり，自らが町の中国語教室の講師となった

りして現地の人々とのさまざまな交流を重ねながらの研

究であることも注目される。

（４）日本語による聞き取り調査，きわめて多数の日本

語文献の参照、日本語による論文執筆の全体を通じて，

これが外国人の論文であることを忘れさせるほどすばら

しいc‘

いくつかの問題点をも今後の課題として指摘しておか

なければならない。

（１）実地調査とこれに関連する先行研究の検討はき

わめて詳細に述べられているが，それらは歴史的経過の

記述に終始し，それらのデータを加工してなんらかの理

論命題をひき出すといった工夫がもっと積極的に試みら

れてもよかったのではないかと考える。

（２）戦後日本における農地改革や農業基本法にもと

づく改善事業，地域開発などの全般的な考察と，調査地

の事例とが入り交じって，しばしば重複した記述がなさ

れ，不必要に冗長な箇所が見受けられる。

（３）住民の生活意識を扱った第五章で，質問紙法調査

を用いていないので，考察が断片的・一面的で，不十分

なところも見受けられる。また，富士見町の財政など仮

説構成と必ずしもむすびついているとは思えない部分も

ある。

（４）母国中国農村の社会変動と問題状況に対する問

題関心が強く先行している感がないでもない。中国農村

の激動と社会問題へのこのような強い関心が「社会的安

定性」という問題設定にも大きく影響していると思え

る。また，終章でも調査地に関してその特殊'性と一般性

について言及しているが，日本農村の「社会的安定性」

を検証するには，更に著しく都市化・産業化過程にある

日本農村社会，村落社会の多様性や諸類型をめぐる問題

への考察が深められるべきであろう。

しかし，これらは今後の課題として研究が発展される

ことを大いに期待したい。中国の農村研究者によって，

日本農村が新たな視点からこれほどまでに一貫して研究

が展開され，日中農村研究の新たな開拓を試みているこ

とを高く評価したい。外国留学生にとっての日本での研

究環境はいまだ恵まれたものとはいえず，日本語による

博士論文作成作業も決して易しいものではないと考え

る。こうした困難にもかかわらず，「戦後日本における地

域開発と社会変動」(北京Ｈ本学研究センター編『日本学

論叢」1991)，「瀬沢新田区の組織」（早稲田大学人間科

学部人間基礎科学科編『八ケ岳南麓村の農耕と生活慣

行」1994）などの既発表論文を踏まえて，980字で３４０

頁におよぶ立派な論文を書きあげた李国慶君の研究努力

も大いに評価したい。

（４）結論

以上みてきたように論じ足りない，いくつかの問題

点，今後の課題も存しているとはいえ，李国慶君の提出

した本論文は，戦後日本農村の経済変動と社会的安定性

に焦点をあてて，歴史的に，実地調査を踏まえて実証的

にそれらの特徴や問題状況を明らかにした意欲的な，し

かも秀れた研究論文であると評価されるものであり，ひ

とりの自立の研究者としての力量を十分に示すものであ

る。よって，われわれ審査員は，李国慶君に博士（社会

学）（慶雁義塾大学）の学位を授与することが適当であ

る，と判断する。


